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1 25 岩石採取計画の認可等 採石法 環境政策課
岩石採取場既存
市

■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ● ー ー ー ー

2 36 工業用水法に基づく地下水の採取に関する規制等 工業用水法 水環境課 規制地域 ■ ● ○ ● ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

3 49
建築物用地下水の採取の規制に関する法律に基づく
地下水の採取に関する規制等

建築物用地下水の採
取の規制に関する法律

水環境課 規制地域 ■ ● ○ ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

4 57 近郊緑地保全区域の行為の届出受理等
首都圏近郊緑地保全
法

みどり自然課 指定区域 ■ ● ー ● ● ● ● ● ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ● ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ● ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

5 砂利採取計画の認可等 砂利採取法 環境政策課 プラント既存地域 ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ー ○ ー ○ ○ ー ー ー ー ー

6 61
1・2・3・

4
ばい煙発生施設の届出受理等 大気汚染防止法 大気環境課 人口１５万人以上 青空再生 ■ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ▲ ▲ ■ ー ー ー ー ー ▲ ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ○ ○ ー ー ー ー ▲ ー ー ー ー ー ▲ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

61 1・4 （工場） 大気汚染防止法 大気環境課 人口１５万人以上 ■ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ○ ○ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ○ ○ ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ○ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
61 2・3・4 (工場以外（法１７②③、２６①を含む)) 大気汚染防止法 大気環境課 人口１５万人以上 ■ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ● ● ■ ー ー ー ー ー ● ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ■ ー ○ ○ ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ● ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

7 61 3 一般粉じん発生施設の届出受理等 大気汚染防止法 大気環境課 人口１５万人以上 青空再生 ■ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ■ ■ ■ ー ー ー ー ー ▲ ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ■ ー ○ ○ ー ー ー ー ▲ ー ー ー ー ー ■ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
（工場） 大気汚染防止法 大気環境課 人口１５万人以上 ■ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ■ ■ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ■ ー ○ ○ ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ■ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

61 3 （工場以外） 大気汚染防止法 大気環境課 人口１５万人以上 ■ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ■ ■ ■ ー ー ー ー ー ● ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ■ ー ○ ○ ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ■ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

8 61
1・2・3・

6
特定粉じん排出等作業の届出受理等 大気汚染防止法 大気環境課 人口１５万人以上 青空再生 ■ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ▲ ▲ ■ ー ー ー ー ー ▲ ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ▲ ー ○ ○ ー ー ー ー ▲ ー ー ー ー ー ▲ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

61 1 特定粉じん発生施設の届出 人口１５万人以上 ■ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ○ ○ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ○ ○ ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ○ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
61 2・3 特定粉じん排出等作業の届出受理等（工場以外） 人口１５万人以上 ■ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ● ● ■ ー ー ー ー ー ● ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ■ ー ○ ○ ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ● ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
61 6 （建物解体工事の事前調査の報告受理） 人口１５万人以上 ■ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ● ● ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ■ ー ○ ○ ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ○ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

9 61 5 揮発性有機化合物排出施設の届出受理等 大気汚染防止法 大気環境課 人口１５万人以上 青空再生 ■ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ○ ○ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ○ ○ ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ○ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
10 61 1 水銀排出施設の届出受理等 大気汚染防止法 大気環境課 人口１５万人以上 ■ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ○ ○ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ○ ○ ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ○ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

61 1 （工場） ■ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ○ ○ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ○ ○ ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ○ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
61 1 （工場以外） ■ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ○ ○ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ■ ー ○ ○ ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ○ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

11 61 7 大気汚染状況の監視等に関する事務 大気汚染防止法 大気環境課 人口１５万人以上 青空再生 ■ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ○ ● ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ■ ー ○ ○ ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ○ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

12 68 廃棄物再生事業者の登録
廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

資源循環推進
課・産業廃棄物
指導課

市町村 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○

13 69 水質汚濁防止に関する事務 水質汚濁防止法 水環境課 人口１５万人以上 土壌・水質汚染対策 ■ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ■ ■ ■ ー ー ー ー ー ● ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ■ ー ● ○ ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ■ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
(水質規制） 水質汚濁防止法 水環境課 人口１５万人以上 土壌・水質汚染対策 ■ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ■ ■ ■ ー ー ー ー ー ● ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ■ ー ● ○ ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ■ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
(水質保全) 水質汚濁防止法 水環境課 人口１５万人以上 土壌・水質汚染対策 ■ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ■ ■ ■ ー ー ー ー ー ● ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ■ ー ● ○ ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ■ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

14 71 1・2 特定工場の公害防止組織の届出受理等
特定工場における公害
防止組織の整備に関
する法律

大気環境課・水
環境課

(以下のとおり） ■ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ▼ ▼ ■ ー ー ー ー ー ▲ ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ▲ ○ ー ー ー ー ▲ ー ー ー ー ー ▼ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

71 1 （ばい煙、特定粉じん）

人口１５万人以上
（ばい煙・特定粉じ
んの規制等に関す
る事務の工場とセッ
ト）

青空再生 ■ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ○ ○ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ○ ○ ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ○ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

（一般粉じん）

人口１５万人以上
（一般粉じんの規制
等に関する事務の
工場とセット）

青空再生 ■ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ■ ■ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ■ ー ○ ○ ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ■ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

71 1 （ダイオキシン）

人口１５万人以上
（ダイオキシン類対
策に関する事務と
セット）

青空再生 ■ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ○ ○ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ○ ○ ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ○ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

71 2 （汚水等）
人口１５万人以上
（水質汚濁防止に
関する事務とセット）

土壌・水質汚染対策 ■ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ■ ■ ■ ー ー ー ー ー ● ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ■ ー ● ○ ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ■ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

15 ☆ 79 1・3 浄化槽設置の届出受理等 浄化槽法 水環境課 市町村 浄化槽関連、その他 ■ ■ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
79 1 （浄化槽設置の届出受理） ■ ■ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
79 3 （公共浄化槽に関する協議） ■ ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ● ● ● ー ● ● ● ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ● ● ● ● ●

16 ☆ 79 2・4 浄化槽管理者の指導等 浄化槽法 水環境課 市町村 浄化槽関連、その他 ■ ■ ○ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ● ▲ ○ ▲ ■ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ■ ● ○ ○ ○ ● ○ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ● ○ ○ ▲ ● ▲ ○ ● ▲ ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲
79 2 （浄化槽管理者の指導等） ■ ■ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ■ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ■ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ●
79 4 （浄化槽台帳の整備） ■ ■ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 88
第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出受
理等

特定化学物質の環境
への排出量の把握等
及び管理の改善の促
進に関する法律

大気環境課
大気汚染防止法
及び水質汚濁防
止法の政令市

● ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

18 89 ダイオキシン類対策に関する事務
ダイオキシン類対策特
別措置法

大気環境課・水
環境課

人口１５万人以
上

■ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ○ ○ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ○ ○ ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ○ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

89 ダイオキシン類対策に関する事務(大気) ■ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ○ ○ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ○ ○ ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ○ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

89
ダイオキシン類対策に関する事務（水質・土壌・地下
水）

■ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ○ ○ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ○ ○ ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ○ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

19 91 土壌汚染対策法に基づく事務 土壌汚染対策法 水環境課 人口１５万人以上 土壌・水質汚染対策 ■ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ■ ■ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ■ ー ○ ○ ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ■ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

20 93 1 有害鳥獣の捕獲許可等
鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化
に関する法律

みどり自然課 市町村 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

21 93 2 鳥獣飼養の登録
鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化
に関する法律

みどり自然課 市町村 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

22 93 3 販売禁止鳥獣の販売許可等
鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化
に関する法律

みどり自然課 市町村 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

23 109 土採取計画の認可等 埼玉県土採取条例 環境政策課
土採取場既存地
域

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー

24 113
1～8・

13
公害防止事務

埼玉県生活環境保全
条例

大気環境課・水
環境課・産業廃
棄物指導課

(以下のとおり） × ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ▲ ▲ ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ▲ ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

113 1・2 （野外焼却に関する事務） 市町村 × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
113 3・4･5･6 （大気汚染に関する事務） 人口１５万人以上 × ● ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ▲ ▲ ● ー ー ー ー ー ▲ ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ○ ○ ー ー ー ー ▲ ー ー ー ー ー ▲ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

113 5・6 （ばい煙及び粉じんに関する事務）

人口１５万人以上（ば
い煙（一般粉じん・特
定粉じん）の規制等に
関する事務の工場以
外とセット（法令事務の
市を除く））

ー ー ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ▲ ▲ ー ー ー ー ー ー ▲ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ー ー ー ー ▲ ー ー ー ー ー ▲ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

113 7 （水質規制に関する事務） 人口１５万人以上 土壌・水質汚染対策 × ● ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ● ● ● ー ー ー ー ー ● ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ● ○ ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ● ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
113 1・2 （騒音に関する事務） 規制地域 × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ● ● ●
113 1・2 （振動に関する事務） 規制地域 × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ● ● ー ー ● ● ● ー ー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ● ● ー ー ー ー ー
113 1・2 （悪臭に関する事務） 規制地域 × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ● ● ● ー ● ● ー ー ー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ー ー ー
113 1・2 （深夜営業騒音及び指定作業場等に関する事務） 市町村 × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
113 7 （土壌・地下水汚染に関する事務） 人口１５万人以上 土壌・水質汚染対策 × ● ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ● ● ● ー ー ー ー ー ● ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ● ○ ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ● ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
113 8 （廃棄物に関する事務） 保健所設置市 × ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

113 13 （ダイオキシン（公害防止主任者に係る届出受理等）） 　

人口１５万人以
上（ダイオキシン
類対策に関する
事務とセット）

× ● ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ○ ○ ● ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ○ ○ ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ○ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

25 ☆ 113 9 アイドリング・ストップの勧告等
埼玉県生活環境保全
条例

大気環境課 市町村 その他 × ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●

26 113 10
埼玉県生活環境保全条例に基づく騒音・振動の規制
基準の設定等

埼玉県生活環境保全
条例

水環境課 市 × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ● ● ● ● ● ● ー ● ● ● ● ー ● ● ● ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ー ● ● ー ● ー ー ー ● ー ー ー ー

27 113 11
埼玉県生活環境保全条例に基づく特定化学物質の
適正な管理等

埼玉県生活環境保全
条例

大気環境課
大気汚染防止法
及び水質汚濁防
止法の政令市

× ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

28 113 12
埼玉県生活環境保全条例に基づく地下水の採取に
関する規制等

埼玉県生活環境保全
条例

水環境課

工業用水法又は
建築物用地下水
の採取の規制に
関する法律の規
制地域

× ● ○ ● ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

【生活衛生】

29 5 墓地・納骨堂・火葬場の経営許可等
墓地、埋葬等に関する
法律

生活衛生課 市町村 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ■ ■ ● ■ ● ● ● ■ ● ● ● ●

30 7 1 化製場の設置許可等 化製場等に関する法律 生活衛生課 市町村 身近な生活環境 ■ ■ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ■ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ■ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ●
31 7 2 動物の飼養・収容の許可等 化製場等に関する法律 生活衛生課 市町村 身近な生活環境 ■ ■ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ■ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ●
32 ☆ 40 1 専用水道の監督等 水道法 生活衛生課 市町村 水道関連、その他 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ● ○ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ○ ■ ■ ○ ■ ● ● ● ■ ○ ○ ○ ●
33 ☆ 40 2 簡易専用水道の監督等 水道法 生活衛生課 市町村 水道関連、その他 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ● ○ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ○ ■ ■ ○ ■ ● ○ ● ■ ○ ○ ○ ●

34 ☆ 104 自家用水道の監督等
埼玉県自家用水道条
例

生活衛生課 市町村 水道関連、その他 ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ●

【消費生活】

35 ☆ 22
101

品質表示の適正化に関する事務
日本農林規格等に関
する法律
食品表示法

農産物安全課 市町村 消費生活１、その他 ■ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

36 32 ガス用品販売事業者の報告徴収等 ガス事業法 化学保安課 市町村 消費生活２ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ○ ○ ■ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ○ ■ ■ ○ ■ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○
37 48 電気用品販売店の報告徴収等 電気用品安全法 化学保安課 市町村 消費生活２ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ■ ■ ● ■ ● ● ● ■ ● ● ● ●
38 ☆ 50 1 家庭用品販売業者の報告徴収等 家庭用品品質表示法 産業支援課 市町村 消費生活１、その他 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ■ ■ ● ■ ● ● ● ■ ● ● ● ●
39 ☆ 50 2 是正指示に従わない家庭用品販売業者の公表処分 家庭用品品質表示法 産業支援課 市町村 消費生活１、その他 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ○ ○ ■ ● ○ ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ○ ■ ■ ○ ■ ○ ● ● ■ ○ ○ ○ ○

40 60 4 液化石油ガス器具等販売事業者の報告徴収等
液化石油ガスの保安の
確保及び取引の適正
化に関する法律

化学保安課 市町村 消費生活２ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ○ ○ ■ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ○ ■ ■ ○ ■ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○

市町村別権限移譲状況【令和７年４月１日時点】

南部 南西部 東部 県央 川越比企 （東松山）

●：条例移譲済みの事務　▲：一部条例移譲済の事務　■：法令移譲済の事務　▼：一部法令移譲済みの事務　×：独自条例により処理する事務
○：条例移譲対象の未移譲事務　□：法令移譲対象の未移譲事務　ー：移譲対象外

　※記号前に数値があるものは、当該年度に変動があった事務を示します。

西部 利根 北部 （本庄） 秩父

  



凡例

指 中 15 特 特 中 20 中 特 15 15 15 特 15

事務
No.

重点
移譲

条
例
項

条例
号

移譲事務の分類名称 根拠法令 県担当課 移譲の目安
特別に支援を
行う事務

（パッケージ他）

さ

い

た

ま

市

川
口
市

蕨
市

戸
田
市

朝
霞
市

志
木
市

和
光
市

新
座
市

富
士
見
市

ふ

じ

み

野

市

三
芳
町
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日
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市

草
加
市

越
谷
市

八
潮
市

三
郷
市
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川
市

松
伏
町

鴻
巣
市

上
尾
市

桶
川
市

北
本
市

伊
奈
町

川
越
市

坂
戸
市

鶴

ヶ
島
市

毛
呂
山
町

越
生
町

東
松
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市

滑
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町

嵐
山
町

小
川
町

川
島
町

吉
見
町

鳩
山
町

と

き

が

わ

町

東
秩
父
村

所
沢
市

飯
能
市

狭
山
市

入
間
市

日
高
市

行
田
市

加
須
市

羽
生
市

久
喜
市

蓮
田
市

幸
手
市

白
岡
市

宮
代
町

杉
戸
町

熊
谷
市

深
谷
市

寄
居
町

本
庄
市

美
里
町

神
川
町

上
里
町

秩
父
市

横
瀬
町

皆
野
町

長
瀞
町

小
鹿
野
町

市町村別権限移譲状況【令和７年４月１日時点】

南部 南西部 東部 県央 川越比企 （東松山）

●：条例移譲済みの事務　▲：一部条例移譲済の事務　■：法令移譲済の事務　▼：一部法令移譲済みの事務　×：独自条例により処理する事務
○：条例移譲対象の未移譲事務　□：法令移譲対象の未移譲事務　ー：移譲対象外

　※記号前に数値があるものは、当該年度に変動があった事務を示します。

西部 利根 北部 （本庄） 秩父

41 73 特定製品販売事業者の報告徴収等
消費生活用製品安全
法

消費生活課 市町村 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ■ ■ ● ■ ● ● ● ■ ● ● ● ●

42 ☆ 82 特定商品販売事業者の報告徴収等 計量法 計量検定所
人口１５万人以
上

消費生活１、その他 ■ ■ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ■ ■ ■ ー ー ー ー ー ● ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ■ ー ○ ● ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ■ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

43 100
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の
伝達に関する事務

米穀等の取引等に係る
情報の記録及び産地
情報の伝達に関する法
律

農産物安全課 市町村 消費生活１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○

【保健・医療・福祉】
44 2 1・2・4 障害児福祉サービス事業者の指定等 児童福祉法 障害者支援課 市 障害福祉 ■ ▼ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ▼ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ▼ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー

2 1 （通所支援事業者の指定・取消等） 市 ■ ■ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ■ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ■ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー
2 1,4 （入所施設設置者の指定・取消等） 市 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー
2 2 （障害児通所支援事業等に係る届出受理等） 市 ■ ■ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ■ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ■ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー
2 1 （通所支援事業者の業務管理体制の確保） 市 ■ ■ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ■ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ■ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー
2 1 （入所施設設置者の業務管理体制の確保） 市 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー

45 2 1,4 指定障害児事業者等に対する勧告等 児童福祉法
障害者支援課
福祉監査課

市 障害福祉 ■ ▼ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ▼ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ▼ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー

2 1 （通所支援事業者に対する勧告等） 市 ■ ■ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ■ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ■ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー
2 1,4 （入所施設設置者に対する勧告等） 市 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー

46 2 1・4
指定障害児入所施設の設置者等に対する報告徴収
等

児童福祉法
障害者支援課
福祉監査課

市 障害福祉 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー

47 2 3 乳幼児の一時預かり事業の届出受理等 児童福祉法 こども支援課 市町村 子育て支援 ■ ■ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○

48 2 5・6 児童福祉施設（保育所・児童館）の設置認可等 児童福祉法
こども支援課・福
祉監査課

市 子育て支援 ■ ▼ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ▼ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ▼ ○ ▲ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ▲ ● ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー

2 5 （保育所の設置認可） こども支援課 市 ■ ■ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ■ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ■ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー
2 5 （保育所の監査） こども支援課 市 ■ ■ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ■ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ■ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー
2 6 （児童館の設置認可） こども支援課 市 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ● ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー

49 2 7 認可外保育施設の報告徴収等 児童福祉法 こども支援課 市町村 ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
50 2 8 認可外保育施設の届出受理等 児童福祉法 こども支援課 市町村 ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

51 3
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等の施術
所の届出受理等

あん摩マツサージ指圧
師、はり師、きゆう師等
に関する法律

医療整備課 施行時特例市 ■ ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

52 8 民生委員の指揮監督 民生委員法 社会福祉課 市町村 ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
53 13 1・2 病院の開設許可等 医療法 医療整備課 保健所設置市 ● ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

13 1 （病院の開設許可等） ■ ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
13 1・2 （地域医療支援病院の名称使用承認） ● ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

54 13 3 診療所の病床の設置許可等 医療法 医療整備課 保健所設置市 ■ ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
55 13 4 医療法人の設立認可等 医療法 医療整備課 保健所設置市 ● ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
56 16 1 死体保存の許可 死体解剖保存法 医療整備課 施行時特例市 ■ ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

57 17 身体障害者手帳の再交付
身体障害者福祉法施
行令

障害者福祉推進
課

市町村 ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

58 18 郵便による不在者投票制度の障害程度の証明 公職選挙法施行令
障害者福祉推進
課

市町村 ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

59 19 精神障害者保健福祉手帳の再交付
精神保健及び精神障
害者福祉に関する法律
施行令

障害者福祉推進
課

市町村 ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

60 26 1～5 社会福祉事業の許可等 社会福祉法
社会福祉課・高
齢者福祉課・こ
ども支援課

市町村 ■ ■ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ■ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ■ ▲ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

26 1・2 （社会福祉事業） 社会福祉課 市 ■ ■ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ■ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ■ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー

（軽費老人ホーム）
高齢者福祉課、
福祉監査課

市 ■ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ■ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ■ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー

（放課後児童クラブ） （児童福祉法） こども支援課 市町村 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
26 2・3 （地域子育て支援拠点） こども支援課 市町村 ■ ■ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ■ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
26 2・4 （ファミリー・サポート・センター） こども支援課 市町村 ■ ■ ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ■ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ■ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
26 2・5 （利用者支援事業） こども支援課 市町村 ■ ■ ○ ● ○ 7● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

61 28 1 照射録の検査等 診療放射線技師法 医療整備課 保健所設置市 ● ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
62 あへんの輸入等の許可申請の受理等 あへん法 薬務課 保健所設置市 ○ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

63 45 1 医薬品販売業の許可等

医薬品､医療機器等の
品質､有効性及び安全
性の確保等に関する法
律

薬務課 保健所設置市 ● ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

（高度管理医療機器等の販売業の許可等） 保健所設置市 ■ ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
45 1 （卸売販売業の営業許可等） 保健所設置市 ● ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
45 1 （再生医療等製品販売業の許可等） 保健所設置市 ● ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

64 ☆ 51
1･2･3・

4
地域密着型サービス事業等の届出受理等 老人福祉法 高齢者福祉課 市町村 高齢者福祉、その他 ■ ■ ○ ▲ ● ● ● ○ ● ○ ○ ▲ ○ ■ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ● ○ ○ ○ ● ● ● ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○

51 1･3・4 （地域密着型サービス事業の届出受理等） 市町村 ■ ■ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ■ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
51 2･3･4 （第一号訪問事業・第一号通所事業の届出受理等） 市町村 ■ ■ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○

65 51 3 老人居宅生活支援事業開始の届出受理等 老人福祉法 高齢者福祉課 市 高齢者福祉 ■ ■ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ■ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ■ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー
66 51 4 老人デイサービスセンター等設置の届出受理等 老人福祉法 高齢者福祉課 市 高齢者福祉 ■ ■ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ■ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ■ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー

67 51 5 養護老人ホーム・特別養護老人ホームの設置認可等 老人福祉法
高齢者福祉課
福祉監査課

市 高齢者福祉 ■ ■ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ■ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ■ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー

68 51 6 有料老人ホーム設置の届出受理等 老人福祉法 高齢者福祉課 市 高齢者福祉 ■ ■ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ■ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ■ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー
69 53 1 戦傷病者に対する補装具の支給等 戦傷病者特別援護法 社会福祉課 市町村 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

70 母子及び父子並びに寡婦福祉資金の貸付
母子及び父子並びに
寡婦福祉法

こども政策課 市 ■ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ■ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ■ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー

71 54 1 母子家庭等日常生活支援事業の届出受理
母子及び父子並びに
寡婦福祉法

こども政策課 市 ■ ■ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ■ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ■ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー

72 65 柔道整復師の施術所の届出受理等 柔道整復師法 医療整備課 施行時特例市 ■ ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

73 66
建築物における衛生的環境の確保に関する事業の
登録等

建築物における衛生的
環境の確保に関する法
律

生活衛生課 保健所設置市 ● ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

74 76 1 動物取扱業の登録等
動物の愛護及び管理
に関する法律

生活衛生課 保健所設置市 ■ ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

75 76 1 動物の飼養等に係る生活環境保全の勧告等
動物の愛護及び管理
に関する法律

生活衛生課 保健所設置市 ■ ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

76 76 1 特定動物の飼養許可等
動物の愛護及び管理
に関する法律

生活衛生課 保健所設置市 ■ ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

77 76 3 野犬の収容等
埼玉県動物の愛護及
び管理に関する条例

生活衛生課 保健所設置市 × ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

78 76 3 動物による事故の届出受理等
埼玉県動物の愛護及
び管理に関する条例

生活衛生課 保健所設置市 × ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

76 3 (動物による事故の届出受理)
埼玉県動物の愛護及
び管理に関する条例

生活衛生課 保健所設置市 × ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

76 3 （多数の動物の飼養届出受理等）
埼玉県動物の愛護及
び管理に関する条例

生活衛生課 保健所設置市 × ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

79 81 喀痰吸引等事業者の登録
社会福祉士及び介護
福祉士法

高齢者福祉課 市 高齢者福祉 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー

80 85 1･2・4 介護保険サービス事業者（老健施設を除く）の指定等 介護保険法
高齢者福祉課
福祉監査課

市 介護 ■ ■ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ■ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ■ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー

85 1･2・4 （指定・取消） 市 ■ ■ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ■ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ■ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー
85 2・4 （業務管理体制の確保） 市 ■ ■ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ■ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ■ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー

81 85 3 介護老人保健施設の開設許可等 介護保険法
高齢者福祉課、
福祉監査課

市 介護 ■ ■ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ■ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ■ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー

85 3 （指定・取消） 市 ■ ■ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ■ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ■ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー
85 3 （業務管理体制の確保） 市 ■ ■ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ■ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ■ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー

82 87 感染症発生動向調査事業の指定届出機関等の指定
感染症の予防及び感
染症の患者に対する医
療に関する法律

保健医療政策課 保健所設置市 ● ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

87 （感染症発生動向調査事業の指定届出機関の指定） 保健所設置市 ● ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
87 （季節性インフルエンザの指定提出機関の指定） 保健所設置市 ● ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

83 97 1・2 障害福祉サービス事業・障害者支援施設等の指定等
障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に
支援するための法律

障害者支援課 市 障害福祉 ■ ■ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ■ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ■ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー

97 1・2 （指定・取消） 市 ■ ■ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ■ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ■ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー
97 1 （業務管理体制の確保） 市 ■ ■ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ■ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ■ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー

84 97 1・2 指定障害福祉サービス事業者に対する勧告等
障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に
支援するための法律

障害者支援課
福祉監査課

市 障害福祉 ■ ■ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ■ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ■ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー

85 97 1 指定障害者支援施設等の設置者に対する勧告等
障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に
支援するための法律

障害者支援課
福祉監査課

市 障害福祉 ■ ■ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ■ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ■ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー

86 97 1・2 指定一般相談支援事業者等に対する勧告等
障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に
支援するための法律

障害者支援課
福祉監査課

市 障害福祉 ■ ■ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ■ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ■ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー

87 114 1 ふぐ処理施設の認定等
埼玉県ふぐの取扱い等
に関する条例

食品安全課 保健所設置市 ● ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

88 117 埼玉県受動喫煙防止条例に関する届出受理等
埼玉県受動喫煙防止
条例

健康長寿課 保健所設置市 ● ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
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市町村別権限移譲状況【令和７年４月１日時点】

南部 南西部 東部 県央 川越比企 （東松山）

●：条例移譲済みの事務　▲：一部条例移譲済の事務　■：法令移譲済の事務　▼：一部法令移譲済みの事務　×：独自条例により処理する事務
○：条例移譲対象の未移譲事務　□：法令移譲対象の未移譲事務　ー：移譲対象外

　※記号前に数値があるものは、当該年度に変動があった事務を示します。

西部 利根 北部 （本庄） 秩父

【商工・農林】

89 ☆ 1
行政財産の目的外使用の許可（土地改良法第94条
の10の規定により市町村に管理を委託した土地改良
施設に係るもの）

地方自治法 農村整備課 市町村 その他 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

90 ☆ 15 3
農協等が行う土地改良事業の認可等（土地改良法第
95条第１項に規定する土地改良事業に限る）

土地改良法 農村整備課 市町村 その他 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

91 21 1 火薬類製造許可等 火薬類取締法 化学保安課 市町村 産業安全 ■ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
92 21 1・2 火薬類の取締り 火薬類取締法 化学保安課 市町村 ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
93 21 1・2 煙火消費の許可等 火薬類取締法 化学保安課 市町村 ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
94 27 1 高圧ガス保安法に基づく許可等 高圧ガス保安法 化学保安課 市町村 産業安全 ■ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
95 27 2 液化石油ガス事業者等に対する緊急措置等 高圧ガス保安法 化学保安課 市町村 ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

96 29 林地開発の許可等 森林法 森づくり課
地域森林計画対
象森林所在市町
村

農地活用 ○ ○ ー ー ー ー ー ○ ー ○ ○ ● ー ー ー ー ー ー ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ー ● ● ー ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○

97 31 1・2・3 農地転用の許可等 農地法 農業政策課 市町村 農地活用 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
31 1・2 （農地転用の許可） 市町村 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ■ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
31 1・3 （農地の賃貸借の解約等の許可） 市町村 ■ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

98 34 商工会議所が賦課する負担金の許可 商工会議所法 産業労働政策課
商工会議所設置
市

■ ● ● ー ー ー ー ー ー ー ー ● ● ● ー ー ー ー ー ● ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ● ● ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ● ● ー ● ー ー ー ● ー ー ー ー

99 44 商工会の設立認可等 商工会法 産業労働政策課
商工会設置市町
村

ー ● ー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ー ● ● ● ● ● ー ● ● ● ー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ー ー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ● ● ー

100 60 1・2 液化石油ガス供給設備の基準適合命令等
液化石油ガスの保安の
確保及び取引の適正
化に関する法律

化学保安課 市町村 ▼ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

101 60 1・2 液化石油ガス消費設備の基準適合命令等
液化石油ガスの保安の
確保及び取引の適正
化に関する法律

化学保安課 市町村 ▼ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

102 60 3 充てん設備に係る許可等
液化石油ガスの保安の
確保及び取引の適正
化に関する法律

化学保安課 市町村 産業安全 ■ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

103 64 農用地区域内の開発行為の許可等
農業振興地域の整備
に関する法律

農業政策課
対象地域を有す
る市町村

農地活用 ○ ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ー ○ ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

104 67 電気工事業の登録等
電気工事業の業務の
適正化に関する法律

化学保安課 市町村 消費生活２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

105 75 商店街振興組合高度化事業計画の認定等 中小小売商業振興法
商業・サービス
産業支援課

市町村 地域産業活性化 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ○ ○ ■ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ● ■ ■ ○ ■ ○ ○ ● ■ ● ○ ○ ○

106 96 中小企業共同流通業務総合効率化計画の認定等
物資の流通の効率化
に関する法律

商業・サービス
産業支援課

市町村 地域産業活性化 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

107 農事組合法人に対する指導・監督等 農業組合法 農業政策課 市町村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

108 102 農用地利用集積等促進計画の認可等
農地中間管理事業の
推進に関する法律

農業ビジネス支
援課

市町村 7● 7● ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7● ○ ○ ○ ○ 7● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7● ○ 7● ○ 7● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

【まちづくり】

109 6 1 国土交通省所管国有財産の財産管理に関する事務 国有財産法 用地課
砂防指定地既存
市町村

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ● ● ー ● ● ー ー ● ● ● ー ● ー ● ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ● ● ● ● ー ● ● ● ● ●

110 6 2他 法定外公共用財産の境界確認

国有財産法・土地改良
法・土地区画整理法・
都市計画法・都市再開
発法

用地課
砂防指定地既存
市町村

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ● ● ー ● ● ー ー ● ● ● ー ● ー ● ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ● ● ● ● ー ● ● ● ● ●

111 6 3他
国有財産法に基づく準用河川及び条例河川の境界
確認

国有財産法・土地改良
法・土地区画整理法

用地課
準用河川指定市
町村

● ● ー ● ー ● ー ● ● ー ー ● ● ● ー ● ● ー ー ● ー ー ● ● ● ー ー ● ● ● ー ● ● ● ● ● ● ● ー ー ー ● ● ー ー ● ● ● ー ー ー ● ● ● ● ● ● ー ● ● ー ー ●

112 ☆ 14 1・2 屋外広告物の許可等 屋外広告物法 都市計画課 市町村 その他 × × ● × ● ● ● × ● ● ● × ● × × × ● ● ● ● ● ● ● × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

113 14 3 屋外広告物の簡易除却等 屋外広告物法 都市計画課 市町村 ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

114 23 1 建築統計の作成等 建築基準法 建築安全課
（限定）特定行政
庁

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ● ● ● ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ● ● ● ー ● ー ー ー ● ー ー ー ー

115 33 1・2 個人・組合施行の土地区画整理事業の認可等 土地区画整理法 市街地整備課 都市計画区域 ■ ■ ▲ ● ● ● ▲ ● ▲ ▲ ● ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ● ■ ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ー ■ ● ● ● ● ● ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ● ● ■ ▲ ● ▲ ● ● ● ▲ ● ● ー ●

33 1
（当該市町村区域内の施行面積５ｈａ未満の事業に
限る）

都市計画区域 ー ー ● ー ー ー ● ー ● ● ● ー ー ー ー ー ー ● ー ー ● ● ● ー ー ー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ー ー ー ー ー ー ● ● ー ● ● ● ● ● ー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ●

33 2 （当該市町村区域内の施行面積要件なし）
都市計画区域の
市

■ ■ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ー ■ ■ ■ ● ● ● ー ● ● ○ ○ ー ■ ● ● ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ■ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ー ■ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー

116 33 5 区画整理会社施行の土地区画整理事業の認可等 土地区画整理法 市街地整備課 市 ■ ■ ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ー ■ ■ ■ ● ● ● ー ○ ● ○ ○ ー ■ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ■ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ー ■ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー
117 33 6 土地区画整理事業施行区域の建築等の許可 土地区画整理法 市街地整備課 都市計画区域 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ●

33 6 （個人・組合施行） ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ー ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ■ ■ ● ■ ● ● ● ■ ● ● ー ●
33 6 （個人・組合施行以外） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ●

118 37 1 優良宅地の認定 租税特別措置法 都市計画課 市町村 土地利用 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
119 37 1 優良住宅の認定 租税特別措置法 都市計画課 市町村 土地利用 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

120 37 2・3 特定民間再開発事業等の認定等
租税特別措置法施行
令

市街地整備課 特定行政庁 ● ● ー ー ー ー ー ● ー ー ー ● ● ● ー ー ー ー ー ● ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ● ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

121 38 路外駐車場設置の届出受理等 駐車場法 都市計画課 都市計画区域 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ー ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ■ ■ ● ■ ● ● ● ■ ● ● ー ●
122 43 住宅地区改良事業区域の建築許可等 住宅地区改良法 市街地整備課 市町村 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ○ ○ ■ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ■ ■ ○ ■ ○ ● ○ ■ ○ ○ ○ ○

123 52
新住宅市街地開発事業が施行された土地である旨
の標識の設置等

新住宅市街地開発法 市街地整備課 都市計画区域 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○

124 河川区域の土地の占用許可等 河川法 河川環境課 指定都市 □ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

125 58 1・2 流通業務施設の整備に関する基本方針の策定
流通業務市街地の整
備に関する法律

都市計画課 都市計画区域 ● ● ▼ ● ▼ ▼ ▼ ● ▼ ▼ ○ ● ● ● ▼ ▼ ▼ ● ▼ ● ▼ ▼ ○ ● ▼ ▼ ○ ○ ▼ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ● ▼ ● ▼ ▼ ▼ ▼ ● ● ▼ ▼ ▼ ○ ○ ● ▼ ○ ▼ ○ ○ ○ ▼ ○ ○ ー ○

58 1 （基本方針の策定、公表） ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○
58 2 （流通業務地区内における施設建設の許可） ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ○ ■ ■ ○ ■ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ー ○

126 62 1 開発行為の許可等 都市計画法 都市計画課 市町村 土地利用 ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
127 62 3 都市計画施設等の区域内における建築許可等 都市計画法 都市計画課 建築主事の設置 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ー ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ー ■ ■ ■ ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ー ● ■ ■ ー ■ ー ー ー ■ ー ー ー ー

128 62 4
都市計画施設等の区域内における建築許可の基準
の特例等

都市計画法 都市計画課 都市計画区域 まちづくり１ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ○ ○ ■ ● ● ● ● ○ ○ ○ ー ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ■ ■ ○ ■ ○ ● ○ ■ ○ ○ ー ○

129 62 5 都市計画事業等の区域内における建築制限等 都市計画法 都市計画課 都市計画区域 まちづくり１ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ○ ○ ■ ● ● ● ● ○ ○ ○ ー ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ■ ■ ○ ■ ○ ● ○ ■ ○ ○ ー ○
130 62 6 市街地開発事業等における土地の買取り等 都市計画法 都市計画課 都市計画区域 まちづくり１ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ○ ● ■ ● ● ● ● ○ ○ ○ ー ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ■ ■ ○ ■ ○ ● ○ ■ ○ ○ ー ○

131 62 7 市が行う都市計画事業の認可等 都市計画法
都市計画課、公
園スタジアム
課、道路街路課

都市計画決定権
者

まちづくり３ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ー ○ ● ○ ○ ● ○ ー ○ ● ○ ○ ー ● ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ー ー ● ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー

62 7 （道路） 都市計画法
都市計画課、公
園スタジアム
課、道路街路課

都市計画決定権
者

まちづくり３ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ー ○ ● ○ ○ ● ○ ー ○ ● ○ ○ ー ● ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ー ー ● ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー

62 7 （公園） 都市計画法
都市計画課、公
園スタジアム
課、道路街路課

都市計画決定権
者

まちづくり３ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ー ○ ● ○ ○ ● ○ ー ○ ● ○ ○ ー ● ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ー ー ● ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー

62 7 （下水道） 都市計画法
都市計画課、公
園スタジアム
課、道路街路課

都市計画決定権
者

まちづくり３ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ー ○ ● ○ ○ ● ○ ー ○ ● ○ ○ ー ● ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ー ー ● ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー

132 63 1・8
市街地再開発促進区域・第一種市街地再開発事業
施行区域の建築許可等

都市再開発法 市街地整備課 都市計画区域 まちづくり２ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ■ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ー ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ー ○

63 1 （市町村の区域内） ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ○ ● ■ ● ● ● ● ○ ○ ○ ー ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ■ ■ ○ ■ ○ ● ○ ■ ○ ○ ー ○
63 8 （県施行分） ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ■ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ー ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ー ○

133 63 2 市街地再開発促進区域の土地の買取り等 都市再開発法 市街地整備課 都市計画区域 まちづくり２ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ○ ● ■ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ー ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ■ ■ ○ ■ ○ ● ○ ■ ○ ○ ー ○

134 63 3･5
個人・組合・再開発会社施行の市街地再開発事業の
認可等

都市再開発法 市街地整備課
人口２０万人以
上

まちづくり４ ● ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ● ○ ー ー ー ー ー ● ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

63 3･5
（再開発会社が施行する第二種市街地再開発事業に
係るものに限る）

都市再開発法 市街地整備課 ● ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ● ○ ー ー ー ー ー ● ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

63 3･5
（再開発会社が施行する第二種市街地再開発事業
以外）

都市再開発法 市街地整備課 ■ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ● ○ ー ー ー ー ー ● ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

135 63 3 再開発組合の事業報告書・収支計算書等の受理 都市再開発法 市街地整備課
人口２０万人以
上

まちづくり４ ■ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ● ○ ー ー ー ー ー ● ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

136 63
5･6・7・
9･10

市街地再開発事業の事業代行・監督等 都市再開発法 市街地整備課 都市計画区域 まちづくり２ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ー ○

63 6
（測量等のための立入許可等（法６０条①、６１条
①））

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ○ ● ■ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ー ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ■ ■ ○ ■ ○ ● ○ ■ ○ ○ ー ○

63 7 （測量等のための立入許可等（法６１条①）） ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ー ■ ■ ■ ● ● ● ー ● ● ● ● ー ■ ● ● ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ー ■ ● ー ● ー ー ー ● ー ー ー ー

63 5・9
（事業代行開始の決定等（１１２条、１１４条））(再開発
会社の施行する第二種市街地再開発事業に係るも
のに限る。)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ー ○

63 9 （事業代行開始の決定等（１１２条、１１４条）） ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ー ○

63 5・10
（措置命令等（(再開発会社の施行する第二種市街地
再開発事業に係るものに限る)）

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ー ○

63 10 （措置命令等） ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ー ○
137 63 11 市街地再開発事業を除く再開発事業計画の認定等 都市再開発法 市街地整備課

人口２０万人以
上

■ ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ■ ■ ■ ー ー ー ー ー ● ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

138 72 土地譲渡の届出・買取希望の申出受理等
公有地の拡大の推進
に関する法律

用地課 市町村 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ● ○ ■ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ● ■ ■ ○ ■ ● ○ ● ■ ● ○ ○ ○

139 74 特別緑地保全地区の行為許可等 都市緑地法 みどり自然課
特別緑地保全地区
を有する市町村 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ー ■ ■ ■ ■ ■ ■ ー ■ ■ ■ ■ ー ■ ■ ■ ー ー ■ ー ● ー ー ー ー ー ー ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ー ー ■ ■ ー ■ ー ー ー ■ ー ー ー ー

140 77 遊休土地に係る措置等 国土利用計画法 土地水政策課 市町村 ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

141 78 1 土地区画整理促進区域の建築等の許可

大都市地域における住
宅及び住宅地の供給
の促進に関する特別措
置法

市街地整備課 大都市地域 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ● ● ■ ● ● ー ● ● ● ー ー ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

142 78 2 土地区画整理促進区域の土地の買取り

大都市地域における住
宅及び住宅地の供給
の促進に関する特別措
置法

市街地整備課 大都市地域 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ○ ● ■ ● ● ー ● ○ ○ ー ー ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
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町
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町
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市町村別権限移譲状況【令和７年４月１日時点】

南部 南西部 東部 県央 川越比企 （東松山）

●：条例移譲済みの事務　▲：一部条例移譲済の事務　■：法令移譲済の事務　▼：一部法令移譲済みの事務　×：独自条例により処理する事務
○：条例移譲対象の未移譲事務　□：法令移譲対象の未移譲事務　ー：移譲対象外

　※記号前に数値があるものは、当該年度に変動があった事務を示します。

西部 利根 北部 （本庄） 秩父

143 78 3・4・7
住宅街区整備促進区域・住宅街区整備事業施行地
区の建築等の許可

大都市地域における住
宅及び住宅地の供給
の促進に関する特別措
置法

市街地整備課 大都市地域 ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ■ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ー ▲ ○ ○ ー ー ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

78 3 （建築の許可等）

大都市地域における住
宅及び住宅地の供給
の促進に関する特別措
置法

市街地整備課 大都市地域 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ○ ○ ■ ○ ○ ー ● ○ ○ ー ー ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

78 4 （土地の買取り等）

大都市地域における住
宅及び住宅地の供給
の促進に関する特別措
置法

市街地整備課 大都市地域 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ○ ○ ■ ○ ○ ー ○ ○ ○ ー ー ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ○ ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

78 3・7 ｛うち県施行分｝

大都市地域における住
宅及び住宅地の供給
の促進に関する特別措
置法

市街地整備課 大都市地域 ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ■ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ー ● ○ ○ ー ー ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

144 78 5 個人・組合施行の住宅街区整備事業の認可等

大都市地域における住
宅及び住宅地の供給
の促進に関する特別措
置法

市街地整備課 大都市地域 ■ ■ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ■ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ー ー ■ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

145 78 6・8 住宅街区整備事業施行者の監督等

大都市地域における住
宅及び住宅地の供給
の促進に関する特別措
置法

市街地整備課 大都市地域 ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ■ ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ■ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ー ● ○ ○ ー ー ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

146 被災市街地復興推進地域の建築等の許可
被災市街地復興特別
措置法

市街地整備課 都市計画区域 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ○ ■ ■ ○ ■ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ー ○

147 84 1～3 個人・組合施行の防災街区整備事業の認可等
密集市街地における防
災街区の整備の促進
に関する法律

市街地整備課
人口２０万人以
上

まちづくり４ ■ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ー ー ー ー ー ● ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

148 90 1 サービス付き高齢者向け住宅の登録等
高齢者の居住の安定
確保に関する法律

住宅課 市 住宅 ■ ■ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ー ○ ○ ■ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ー ■ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ー ○ ー ー ー ー

149 90 2 終身賃貸事業の認可等
高齢者の居住の安定
確保に関する法律

住宅課 市町村 住宅 ■ ■ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ■ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ■ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

150 92 マンション建替に係る組合設立・事業施行の認可等
マンションの建替え等
の円滑化に関する法律

住宅課 市町村 住宅 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ○ ■ ■ ○ ■ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○

92 （組合設立・事業施行の認可等） ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ○ ■ ■ ○ ■ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○
92 （要除却認定マンションの除却指導等） ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ○ ■ ■ ○ ■ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○

151 94 　 景観計画区域内の行為の届出受理等 景観法 都市計画課 市町村 × × × × × × × × ● ● ● × × × × × ● ● ● ● ● ● ● × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × ● ● ● ● ● ● × ● ● ー ●

152 95 1・2・3 国土交通省所管国有財産の登記嘱託 不動産登記法
用地課・道路環
境課

● ● ー ● ー ● ー ● ● ー ー ● ● ● ー ● ● ー ー ● ー ー ● ● ● ー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ● ● ● ー ー ● ● ● ー ー ー ● ● ● ● ● ● ー ● ● ● ● ●

95 1 （法定外公共用財産） 不動産登記法 用地課
砂防指定地既存
市町村

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ● ● ー ● ● ー ー ● ● ● ー ● ー ● ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ● ● ● ● ー ● ● ● ● ●

95 2 （一般国道） 不動産登記法 道路環境課 指定都市 ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

95 3 （準用河川） 不動産登記法 用地課
準用河川指定市
町村

● ● ー ● ー ● ー ● ● ー ー ● ● ● ー ● ● ー ー ● ー ー ● ● ● ー ー ● ● ● ー ● ● ● ● ● ● ● ー ー ー ● ● ー ー ● ● ● ー ー ー ● ● ● ● ● ● ー ● ● ー ー ●

153 ☆ 99 特定路外駐車場設置の届出受理等
高齢者、障害者等の移
動等の円滑化の促進
に関する法律

都市計画課 市町村 その他 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ■ ■ ● ■ ● ● ● ■ ● ● ○ ●

154 106 1
無指定の区域における日影の適用除外となる区域の
指定

埼玉県建築基準法施
行条例

建築安全課 特定行政庁 ● ● ー ー ー ー ー ● ー ー ー ● ● × ー ー ー ー ー ● ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ● ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

155 106 2・3・4 特殊建築物の認定等
埼玉県建築基準法施
行条例

建築安全課
（限定）特定行政
庁

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ● ● ● ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ● ● ● ー ● ー ー ー ● ー ー ー ー

106 2 （制限の緩和に係る認定等（条例３４条、５６条等）
埼玉県建築基準法施
行条例

建築安全課
（限定）特定行政
庁

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ● ● ● ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ● ● ● ー ● ー ー ー ● ー ー ー ー

106 3
（道路の定義に係る位置指定等（条例５６条の３①、５
６条の６等）

埼玉県建築基準法施
行条例

建築安全課
（限定）特定行政
庁

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー

106 4 （敷地と道路の関係に係る認定等（条例５６条の４等）
埼玉県建築基準法施
行条例

建築安全課
（限定）特定行政
庁

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー

115 1 （特別特例建築物に係る整備基準の適用の除外）
埼玉県高齢者、障害者等
が円滑に利用できる建築
物の整備に関する条例

建築安全課
（限定）特定行政
庁

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ● ● ● ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ー ● ● ● ー ● ー ー ー ● ー ー ー ー

156 112 1 福祉のまちづくり条例による助言・指導等
埼玉県福祉のまちづく
り条例

福祉政策課 特定行政庁 × ● ー ー ー ー ー ● ー ー ー ● ● ● ー ー ー ー ー ● ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ● ー ● ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

157 116 特定建築物環境配慮計画の受理等
埼玉県地球温暖化対
策推進条例

建築安全課 特定行政庁 まちづくり３ × ○ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ○ ○ ○ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー × ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ー ○ ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

158 雨水浸透阻害行為の許可等
特定都市河川浸水被
害対策法

河川砂防課 市町村 ■ ■ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

159 雨水流出増加行為の許可等
埼玉県雨水流出抑制
施設の設置等に関する
条例

河川砂防課 市町村 ○ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可等
宅地造成及び特定盛
土等規制法

都市計画課 市町村 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

（都市計画法の開発許可を受けた工事に係る宅地造
成及び特定盛土等規制法に基づく中間検査等に限
る）

宅地造成及び特定盛
土等規制法

都市計画課 市町村 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

【その他】

161 ☆ 30 一般旅券の申請受理・交付等 旅券法 国際課 市町村 ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

162 ☆ 86 ＮＰＯ法人の設立認証等
特定非営利活動促進
法

共助社会づくり
課

市 その他 ■ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ● ー ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ー ● ー ー ー ○ ー ー ー ー
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